
目

次

規

則

○
青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqq（
交
通
政
策
課
）
…
一

○
青
森
県
獣
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

○
青
森
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
青
森
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
畜

産

課
）
…
二

○
青
森
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
家
畜
保
健
衛
生
所
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqq（

同

）
…
三

○
青
森
県
漁
船
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
三

○
青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
三

○
青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqq（

同

）
…
四

訓

令

○
青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
五

公
営
企
業

○
青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
整
備
企
画
課
）
…
六

○
青
森
県
病
院
局
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqq（
病

院

局

総

務

課
）
…
六

規

則

青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
一
号

青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
っ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
っ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
獣
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
二
号

青
森
県
獣
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
獣
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中

「申
請
者

㊞

」
を
「申

請
者

」
に
、

「連
帯
保
証
人

㊞

」
を
「連

帯
保
証
人

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

「氏
名

㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
報
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号
外
第
八
十
号

令
和
三
年八

月
二
十
七
日

（
金
曜
日
）



青
森
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
三
号

青
森
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
号
様
式
の

中

「学
校
長

印

」
を
「学

校
長

」
に
、

「住
所

氏
名

印

」
を
「住

所
氏
名

」
に
、

「代
表
者
職
氏
名

印

」
を
「代

表
者
職
氏
名

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
四
号

青
森
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
六
年
十
月
青
森
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
二
号
様
式
中
「

㊞

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
五
号

青
森
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一

部
を
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
受
領
印
」
を
「
住
所
及
び
氏
名
並
び
に
当
該
指
示
書
の
交
付
を
受
け
た
年
月

日
の
記
載
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「）

㊞

」
を
「）

」
に
、

「

を
」

「注
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

」
に
改
め
る
。

「

第
四
号
様
式
中

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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注
１
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

住
所

氏
名

㊞

住
所

氏
名



青
森
県
規
則
第
六
十
六
号

青
森
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止
規
則
（
昭
和
五
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「

）
㊞

」
を
「

）

」
に
、

「

を
」

「
注
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。
」

に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
中
「

）
㊞

」
を
「

）

」
に
、
「ち

よ
う
付

」
を
、
「貼

付

」
に
、

「移
動
ほ
う
群
数

」
を
「移

動
群
数

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
を
削
り
、
同
注
の
２
を
同
様
式

の
注
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
家
畜
保
健
衛
生
所
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
七
号

青
森
県
家
畜
保
健
衛
生
所
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
家
畜
保
健
衛
生
所
利
用
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
四
月
青
森
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

「

）
㊞

」
を
「

）

」
に
、

「

を
」

「注
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
漁
船
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
八
号

青
森
県
漁
船
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
漁
船
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「名

称
㊞

」
を
「名

称

」
に
、

「

を
」

「注
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「青

森
県
収
入
証
紙
添
付
欄

」
を
「青

森
県
収
入
証
紙
貼
付
欄

」
に
、
「名

称
㊞

」
を
「名

称

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
を
削
り
、

同
注
の
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

第
六
号
様
式
中
「青

森
県
収
入
証
紙
添
付
欄

」
を
「青

森
県
収
入
証
紙
貼
付
欄

」
に
、
「名

称
㊞

」
を
「名

称

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
１
を
削
り
、

２
を
１
と
し
、
３
を
２
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
九
号

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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注
１
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

注
１
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

注
１
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。



青
森
県
県
営
住
宅
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
二
月
青
森
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
号
様
式
の

中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様

式
の

中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「入

居
者
氏
名

㊞

」
を
「入

居
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
の
二
中

「入
居
決
定
者
氏
名

㊞

」
を
「入

居
決
定
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
の

及
び
第
十
一
号
様
式
中

「入
居
者
氏
名

㊞
」
を
「入

居
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
の

中
「入

居
者
（
入
居
決
定
者
）
氏
名

㊞

」
を

「入
居
者
（
入
居
決
定
者
）
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
十
七
号
様
式
か
ら
第
十
九
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

「入
居
者
氏
名

㊞

」
を
「入

居
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

㊞
」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
号
様
式
中
「入

居
者
氏
名

㊞

」
を
「入

居
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
、

「

を
」

「

に
」

改
め
、
同
様
式
の
注
中
２
を
３
と
し
、
１
を
２
と
し
、
同
注
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
「
使
用
目
的
」
の
欄
は
、
該
当
す
る
□
に
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。

第
二
十
五
号
様
式
中
「、
共
同
生
活
介
護
を
行
う
事
業

」
を
削
り
、
「事

業
）

」
を
「事

業
、
生

活
困
窮
者
一
時
生
活
支
援
事
業
）

」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
号
様
式
、
第
二
十
九
号
様
式
及
び
第
三
十
号
様
式
中

「氏
名

㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
号
様
式
中
「利

用
者
氏
名

㊞

」
を
「申

請
者
氏
名

」

に
改
め
る
。

第
三
十
四
号
様
式
中
「利

用
者
氏
名

㊞

」
を
「利

用
者
氏
名

」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
七
十
号

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
（
平
成
九
年
七
月
青
森
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
の

中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

第
五
号
様
式
中
「入

居
者
氏
名

㊞

」
を
「入

居
者
氏
名

」
に
改
め

（ ）4青 森 県 報 号外第80号令和３年８月27日 金曜日

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業

小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業

認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業

共
同
生
活
介
護
を
行
う
事
業

共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業

ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
事
業
に
よ
り
就
業
し
た
者
に
対
し
て
生
活
上
の
支
援
を
行
う
事
業

□
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業

□
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業

□
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業

□
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業

□
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
事
業
に
よ
り
就
業
し
た
者
に
対
し
て
生
活
上
の
支
援
を
行
う
事
業

□
生
活
困
窮
者
一
時
生
活
支
援
事
業

入
居
申
込
者
現
住
所

氏
名

㊞
電
話
番
号

（
自
宅
）

（
勤
務
先
）

入
居
申
込
者
現
住
所

氏
名

電
話
番
号

（
自
宅
）

（
勤
務
先
）



る
。第

七
号
様
式
中
「入

居
決
定
者
氏
名

㊞

」
を
「入

居
決
定
者
氏
名

」

に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中
「入

居
者
（
入
居
申
込
者
）
氏
名

㊞

」
を

「入
居
者
（
入
居
申
込
者
）
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
か
ら
第
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

「入
居
者
氏
名

㊞

」
を
「入

居
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

㊞

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
改
め

る
。第

十
九
号
様
式
中
「利

用
者
氏
名

㊞

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
十
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
記
様
式
中

を
」

「

に
、
「届

出
印

」
を
「届

出
者
記
名

」
に
、
「確

認

」

印

」
を
「確

認
者
記
名

」
に
改
め
る
。

附

則

（ ）5 青 森 県 報 号外第80号令和３年８月27日 金曜日

期
間
受
領
印

年
年

月
日
か
ら
ま
で

期
間

受
領
者
記
名

年
年

月
日
か
ら

ま
で



こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

営

企

業

青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号

青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「受

領
印

」
を
「受

領
者
記
名

」
に
、
「取
扱
者
印

」
を
「取

扱
者
記
名

」
に
、

「承
認
印

」
を
「承

認
者
記
名

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号

青
森
県
病
院
局
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
被
服
貸
与
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

「

を
」

「

に
」

改
め
る
。

別
記
様
式
中
「受

領
印

」
を
「受

領
者
記
名

」
に
、
「届

出
印

」
を
「届

出
者
記
名

」
に
、
「確

認
印

」
を
「確

認
者
記
名

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（ ）6青 森 県 報 号外第80号令和３年８月27日 金曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円

事
務
職
員

診
療
部
門
従
事
者

白
衣

二

二
年

シ
ン
グ
ル
型

女
子
（
つ
く
し
が
丘
病
院
に
限
る
。
）

白
衣

二

二
年

シ
ン
グ
ル
型

事
務
職
員
（
診
療
部
門
従
事
者
に
限
る
。
）

白
衣

二

二
年

シ
ン
グ
ル
型


